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○

財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
監
査
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
の
範
囲
）

（
監
査
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
の
範
囲
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

一

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
届
出
書
に
含
ま
れ
る
財
務

一

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
届
出
書
に
含
ま
れ
る
財
務

諸
表
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
諸
表
の
う
ち
同

諸
表
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
諸
表
の
う
ち
同

項
に
規
定
す
る
指
定
法
人
（
以
下
「
指
定
法
人
」
と
い
う
。
）
が
提
出
す
る

項
に
規
定
す
る
指
定
法
人
（
以
下
「
指
定
法
人
」
と
い
う
。
）
が
提
出
す
る

財
務
諸
表
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
財

財
務
諸
表
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
財

務
書
類
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
百
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
外
国
会
社
が
提

務
書
類
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
百
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
外
国
会
社
が
提

出
す
る
財
務
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
特
定
有
価
証
券
（
法

出
す
る
財
務
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
特
定
有
価
証
券
（
法

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
有
価
証
券
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
有
価
証
券
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
以
外
の
有
価
証
券
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
最
近
事
業
年
度
及

て
同
じ
。
）
以
外
の
有
価
証
券
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
最
近
事
業
年
度
及

び
そ
の
直
前
事
業
年
度
、
特
定
有
価
証
券
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
最
近
特

び
そ
の
直
前
事
業
年
度
、
特
定
有
価
証
券
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
最
近
特

定
期
間
（
法
第
二
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定

定
期
間
（
法
第
二
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定

す
る
特
定
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
直
前

す
る
特
定
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
直
前

特
定
期
間
に
係
る
も
の
（
届
出
書
に
含
ま
れ
る
最
近
事
業
年
度
又
は
特
定
期

特
定
期
間
に
係
る
も
の
（
届
出
書
に
含
ま
れ
る
最
近
事
業
年
度
又
は
特
定
期

間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
年
度
等
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
直
前

間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
年
度
等
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
直
前

事
業
年
度
等
に
係
る
財
務
諸
表
又
は
財
務
書
類
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

事
業
年
度
等
に
係
る
財
務
諸
表
又
は
財
務
書
類
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

書
類
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
従
前
に
お
い
て
、
法
第
五
条
第
一
項
又
は
第

書
類
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
従
前
に
お
い
て
、
法
第
五
条
第
一
項
又
は
第

二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
五
項
に
お

二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
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よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
又
は
有
価
証
券
報
告
書
に
含
ま
れ
た
書
類
と
同
一

よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
又
は
有
価
証
券
報
告
書
に
含
ま
れ
た
書
類
と
同
一

の
内
容
の
も
の
を
除
く
。
）

の
内
容
の
も
の
を
除
く
。
）

二
～
十
七

（
略
）

二
～
十
七

（
略
）


